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１はじめに

　本論文は平成20年１月の中教審答申、学校教育

法などに現れた「活用」について、その在り方に

ついて整理していく。そのうえで、中教審答申と

学校教育法が示す「活用」の相違点を明らかにす

る。そして、異なる二つの「活用」の関係性につ

いて、中教審の委員であった安彦忠彦が示した実

践例から明らかにする。その関係性から、現時点

の「活用」が持つ問題について明らかにする。

２中教審答申、学校教育法に現れた活用

　平成20年１月の中教審答申では「活用」の学習

の具体的な活動について次のようにまとめられた。

　「各教科の指導の中で、基礎的・基本的な知識や

技能の習得とともに、観察・実験やレポートの作

成、論述といったそれぞれの教科の知識や技能を

活用する学習活動を充実させることを重視する

必要がある。各教科におけるこのような取組があ

ってこそ総合的な学習の時間における教科等を

横断した課題解決的な学習や探究的な活動が充

実するし、各教科の知識・技能の確実な定着にも

結び付く。このような各教科での習得や活用と総

合的な学習の時間を中心とした探究は、例えば、

知識・技能の活用や探究がその習得を促進するな

ど、交互に関連し合って力を伸ばしていくもので

ある。」1）

　この答申には、「習得」と「探究」を、効果的に

　「活用」によって接続することで、「習得」、「探究」

が共に充実することが示されている。また、「活用」

の学習活動例として、「観察・実験やレポートの作

成、論述といったそれぞれの教科の知識や技能を

活用する学習活動」が挙げられた。ここにおいて、

ようやく具体的な活動が明示された。ここでは。

　「活用」とは「観察・実験やレポートの作成、論

述」等の表現活動を、「各教科」において行うこと

を例示している。そして、「表現」活動は、「活用」

する力を育成すると述べている。

　しかし、この記述からは、「習得」と「活用」は

どのように違うのか明確ではない。「観察・実験や

レポートの作成、論述」は、そもそも初等教育に

おいては、基礎的基本的な知識・技能であり、「習

得」させる学習内容である。「観察・実験やレポー

ト作成」という一種の表現技法を学習させる基本

の習得をもとにして、「活用」する力を充実するた

めには、どのようなことが留意されなければなら

ないかは明らかではない。

　また、学校教育法第30条２項において「活用」

を表している文言が現れている。ここには、中教

審答申とは少し違った「活用」の性質が示されて

いる。

　「生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基

礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これ

らを活用して課題を解決するために必要な思考力、

判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的
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に学習に取り組む態度を養うことに、特にその意

を用いなければならない。」2）

ここで書かれていることは、「活用」の前段階に、

基礎的な知識及び技能を「習得」することが位置

づけられていることである。この「習得」した知

識・技能を、「活用」して問題解決するために必要

になる思考力、判断力、表現力を養うことが、「活

用」の学習内容であると読むことができる。この

学校教育法が示す、「活用」について解釈してみる

と、「活用」とは、教科の知識や技能を「活用」す

る学習活動であり、その過程で、思考力、判断力、

表現力を身につけさせる学習活動であるとしてい

る。

　この中教審、学校教育法が示す「活用」の枠組

みは、それぞれ、「観察、実験」などの知識技能。

　「思考力」などの力をそれぞれ「活用」するため

の力としてとらえている。このように、公的な枠

組みは、一定した活用像について示すことができ

ていない。

　次に中教審の委員である安彦忠彦の示した実践

例を見ていくが、知識、技能を「活用」としてと

らえる考え方と、思考力などの力を「活用」とし

てとらえる考え方が、一つの授業の中で共存でき

ないことを示している。

３安彦忠彦が示した「活用」型実践から見る。

　　　　　　　　　　　　　　「活用」の在り方

　中教審の委員であった安彦忠彦（2008）は、「本

来『活用型』の学習は、『習得型』の学習成果を『探

究型』の学習に結びつけるために考え出されたの

であり、この意味で『探究型』の学習に結びつく

　『活用力』を育てることが主眼でなければならな

い」3）としている。安彦が「活用力」という言葉

を使っていることからわかるように、「活用」する

ということは、「習得」において身に付けた知識・

技能を「活用」する力を身につけることであると

考えられる。学校教育法と合わせて考えると、安

彦の言う「活用力」とは「思考力、判断力、表現

力」であると読みとれる。

　そう言った「活用」という概念を具体的にみる

ために、安彦が活用型学習の類型としてあげてい

る実践例を見ていく。その具体例を見て見ると、

少なからず活用という段階の不可解さがよく表れ

ている。

　安彦があげている「活用」の類型は二種類が存

在する。一つ目はまず活用されるべき知識の「習

得」があって、その技能を「活用」するといった

ものである。これは、「習得」「活用」という順序

で学習が進む例である。二つ目は探究的な学習が

存在してその必要性から知識を「習得」するとい

ったものである。これは「探究」「活用」という形

で学習が進む場合である。まず、「習得」「活用」

という順序で進む学習を見ていく。

－132 －

理科－「ふりこの規則性」一

　東京都千代田区立九段小学校教諭　福田明人

①　本事例の概要

　本単元は、平成10年告示の学習指導要領では。

　「物の運動」として、「衝突」と「ふりこ」の内

容を選択して行うことになっていたが、平成20

年告示の学習指導要領からは選択ではなくなり、

すべての児童が「ふりこ」の内容を学習すること

になった。

　本単元では「ふりこが１往復する時間は糸の長

さに関係する」という規則性を学習する。この規

則性は、「おもりの重さ・おもりが振れる振れ幅

には関係しない」ということも合わせて理解して

いくことが重要である。また、この規則性を獲得

していくために、問題解決の過程に沿って学習を

進める中で、条件を統御した実験・定量的な実験

を計画・実施していく能力や、データや表やグラ

フを使って整理する技能、整理した数値の変化を

読み取る能力を育てていく。

②本事例における「活用」のとらえ方

　本単元は、「ふりこが１往復する時間は、何に

よって変わるのか」という問題をつくり、「糸の

長さ」「おもりの重さ」「おもりが振れる振れ幅」

という３つの要因を仮説として設定し、検証す

る。

　３つの要因を検証していくため、実験計画・検

証実験・実験結果の考察を３回繰り返すことにな



　まず、ここまで、前提となる学習の目的と「活

用」のとらえが示されている。ここで示されてい

る学習の一番の目的として、「『ふりこが１往復す

る時間は糸の長さに関係する』という規則性」を

理解することが挙げられている。そのために、「条

件を統御した実験・定量的な実験を計画・実施し

ていく能力や、データや表やグラフを使って整理

する技能、整理した数値の変化を読み取る能力」

を活用する機会をもたせることで、その能力を育

てていくというものである。ここでは、中教審答

申に示されているような、適切に数値を表化、グ

ラフ化すること、それを適切に使いこなすこと、

適切に実験を行えることが「活用力」として示さ

れている。そして、これらの「活用力」は何度も

その技能を練習する機会を与えられることで育つ

という考えが示されている。次に、こういった「活

用力」を中心に据えた学習が具体的にどのように

学習が進んで行ったかを見ていく。
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る。そのため、本単元で育てたい「条件を制御し

た実験を計画。実施する能力」「定量的な実験を

計画・実施する能力」「データを表やグラフを使

って整理する技能」「整理した数値の変化を読み

取る能力」を比較的短い期間に何度も活用してい

くことができる。このように、本単元は、今まで

学習してきた技能や能力を活かしやすい単元で

ある。

　また、表に整理したデータをグラフ化すること

で、量の変化とグラフの関係を実感できるととも

に、グラフで表のよさを実感することができる。

つまり、本単元でこれらの技能や能力を活用する

ことで、理科や他の教科でも学習してきたこれら

の技能や能力のよさを実感することができる。活

用してよかったと思える場面を数多く設定する

ことは、技能や能力を活用していこうとする動機

づけとなり、「活用力」を育てていくことになる。

４）

○提示する事象AとBの違いと、その違いが起こ

った原因について話し合い、問題を見出す。（１／

２時間）

　【事象提示】糸の長さ、おもりの重さ。振れ幅を

変えた２つのふりこを同時に１往復振る

A：糸の長さが長い、軽いおもり、振れ幅が大き

　　いふりこ

B：糸の長さが短い、重いおもり、振れ幅が小さ

　　いふりこ

OAとBの違いと、その違いが起こった原因につ

いて話し合い、問題を見出す。

　（１／２時間）

　【問題】ふりこが１往復する時間は、何によって

変わるのだろうか。

○問題をもとに仮説を立てる。（１時間）

仮説①おもりの振れ幅が大きいと、ふりこが１往

　　　復する時間が

　　　　（長くなる・短くなる・変わらない）。

仮説②おもりの重さが重いと、ふりこが１往復

　　　する時間が

　　　　（長くなる・短くなる。変わらない）。

仮説③糸の長さが長いと、ふりこが１往復する

　　　時間が（長くなる・短くなる・変わらない）。

○仮説をもとに実験方法について話し合い、実験

計画を立てる（１時間×３）

実験①おもりの振れ幅を１０度・２０度・３０度

　　　と変化させる。おもりの重さ・糸の長さは

　　　変えない。

実験②おもりの重さを２０g・５０g・８０gと

　　　変化させる。糸の長さ・おもりの振れ幅は

　　　変えない。

実験③糸の長さを２０cm・５０cm・8 0 cm

　　　と変化させる。おもりの重さ・おもりの

　　　振れ幅は変えない。

※初めに実験①を「実験方法の話し合いから結論

を導く」までを行う。次に実験②、実験

　③の順で同様に進めて行く。

○計画に沿って、自分の仮説を検証する実験を



というように学習が進んでいる。この実践では、

ふりこの規則性を明らかにするために、対照実験

が行われ、その実験結果を子どもはグラフに表し

ている。グラフ、表、実験など、これらの内容は

中教審答申に「活用」と深くかかわるものとして

現れるものである。つまり、この実践はそう言っ

た中教審の枠組みに沿ったものであると言え、実

験、表、グラフなどの一種の技能を「活用力」と

して重視したものであると言える。

　このように、確かに実践の概要などで示されて

いる「活用力」が活かされているともいえるかも

しれない。　しかし、これらの「活用力」は教師に

よってこのように細かく設定され、どの場面でど

の技能がどのように使われ、どのような学習がど

れだけの時間行わせるのかあらかじめ決められて

いる。

　こういう状況の中で子どもが対照実験、グラフ

化、表化などの活動を行ったと言っても、はたし

て、この場面においては子どもが知識や技能を活

用したと言えるのか、この学習においては、ふり

この性質の習得とともに、実験方法、グラフ化、

表化といった技能の使い方を繰り返し練習する機

会が与えられているのである。つまり、そう言っ

た練習によって、一種の技能の習得が行われてい

ると言えるのではないか。このような、問題が教

師によって設定され、その問題を解決する道筋を

教師が示す教科学習においては、技能が活用され

る機会はある程度教師によって決定されており、

子どもが適切な知識や技能を自らの考えで活用す

る機会というものは存在していないと言えるだろ

う。

　次に、探究的な学習が存在して、その問題解決

の必要性から、知識・技能が行われる学習につい
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て見て行く。この学習においては、前に出てきた

習得から活用に進む学習と異なり、まず、子ども

の「探究」が設定されており、活用も子ども自身

の考えによって進められていく。

総合的な学習の時間－クラゲを教室で飼う一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜市

立大岡小学校教諭　鳥山　真

①本事例の概要

　４年生の担任となった今年、総合の素材の１つ

として学校の前を流れる大岡川を考えていた。大

岡川は学校の前を流れている川で、河口から５k

mほどの地点にも関わらず、汽水域（海水と淡水

が混じり合う水域）である。そのため、時間によ

って川の深さや流れの変化が見られたり、様々な

種類の生き物が観察できたりする。

　科学的な追究力や生物に親しむ心を身近な自

然を通して育てたいと考えていた私は、大岡川の

生き物に子どもの関心が向くことを期待してい

た。コイやカメ、ボラなどよく見られる生き物を

学習材とすることも考えられるが、教材性につい

て疑問を感じていた。

　そんな時にクラスの子どもが見つけてきた素

材がクラゲである。学校の前を流れるお岡川は汽

水域にあり、潮の干潮の影響を受けて、特徴的な

流れや生物の分布が見られる。クラゲの生態を追

究していくことで、川の特徴に気付いたり、理科

や社会科の学習内容との関連を図ったりするこ

とができるのではないかと考えた。また、飼うこ

とは決して簡単なことではないが、子どもたちが

アイデアを活かしながら、生態について調べた

り、実際に教室で飼ってみる過程で問題解決の仕

方を身につけたり、クラゲに詳しい人とのかかわ

りをもったりすることも期待できた。…（中略）

②本事例における活用のとらえ方

　本事例における活用のとらえ方について２つ

の側面から考えて行きたい。

　１つ目は単元で育てたい資質・能力の面からで

ある。この単元では「科学的に追究する力を育て

る」「生物や生命への関心の高まり」「身近な自然



への関心の高まり」といった価値を通し、問題解

決や思考・判断、表現、感性といった資質・能力

が育つと分析した。

　特に、科学的な追究力としては、解決の構想を

立てて実験や観察によって問題解決を進めるこ

と、条件を整えて比較しながら追究していくこ

と、データとともに説明することなどを重視して

いく。また、生物や生命への関心の高まりとして

は、クラゲの特徴的な生態を追究する必要性から

自然と身につくであろうと考えた。さらに、日常

的に大岡川の様子を見つめることを通して、地域

にある身近な自然への関心も高まって行くと考

えた。

　これらの資質・能力は４年生の理科とかかわり

が深く、総合の学習を進めることで、理科という

教科で育ち難い資質・能力の育ちが期待できる。

　２つ目は、学習する必要感の面である。総合の

学習は内容については教師に任される部分が大

きい。子どもの興味。関心に沿って単元を作って

いくとなると、当然子どもにとっては必要感のあ

る学習となる。したがって、教科の内容を取り込

むことができれば、教科の学習も必要感をもって

学習できるとともに、後々、教科で学習した内容

の必要性を改めて感じ、活用する力がつく。

　本事例での教科とのかかわりの例はつぎの通

りである。6）

の問題に対して子どもが様々な知識を活用してそ

の問題を解決するという学習が組まれている。こ

の学習においては子どもの問題意識がはじめに存

在している。そのため、子どもの受身の形の「活

用」は生じ難いと言える。また、この実践を組み

立てるにあたって教師が重視している事項は、グ

ラフ、表、実験などの技能的な側面ではなく、「問

題解決や思考・判断、表現、感性といった資質・

能力」などの能力的な側面である。この部分から

も、子どもの活用する能力を育てようとしている

ことが分かる。そして、そう言った能力を用いて

どのような活用が行われるかについて、理科、算

数、社会、国語などの具体的な教科の内容と関わ

らせながら述べている。しかし、この教科とのか

かわりとして例に挙げられているものを見ると、

理科の「動物の活動は、暖かい季節、寒い季節な

どによって違いがあること。」や国語の「相手や目

的に応じて適切に書くこと」など、確かにその教

科に属していると言えるものが位置付けられてい

ると言える。しかし、これらの内容は余りにも漠

然としてつかみどころのないものである。また。

　「クラゲが河口からかなりの距離である学校付近

でも見られるという事実から、昔の埋め立てとの

かかわりで、『地域の発展に尽くした先人の具体的

事例。』」などは無理なこじつけにしか感じられな

い内容である。このように、教科の知識や技能を

　「活用」出来ているかについては疑問を感じさせ

られる部分が存在する。この問題について、この

実践における実際の流れを見ることで、実際はど

うだったのか見て行く。

③単元の構成－クラゲの不思議を調べよう

　　　　　　　　　　　　　　ー（全62時間）

パート１ ：４－２クラゲなかま入り大作戦（24

時間）

○ミズクラゲの動きについて観察したり調べた

　りする。④

○ミズクラゲの捕獲の仕方について話し合う。③

○自分たちの考えた方法でミズクラゲを捕獲し、

　教室で飼い、観察する。⑤

○ミズクラゲの生態の特徴を調べ、教室での飼育
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　この単元は子どもがクラゲを発見し、そのクラ

ゲを飼うという問題から学習が始まっている。そ
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　方法の参考にする。④

○ミズクラゲの飼育の仕方について調べ、教室で

　の飼育方法を工夫する。⑦

○観察したり調べたりしたことをまとめこれか

　らの活動について話し合う。①

パート２：クラゲの水そう作りをしよう（20時

間）

○ミズクラゲを飼ってきた経験や調べてきたこ

　とをもとに水そう作りのポイントについて話

　し合う②

○どのような水そうにしたらよいか、アイデアを

　考える。②

○一人一人のアイデアをもとに、グループのアイ

　デアを考える。②

○グループごとに、自分たちのアイデアを生かし

た水槽作りをする。⑤

○試作した水そうに水を入れ、実際に試運転して

　水の流れについて調べ、不具合を修正する。⑧

　（本時５／８）

○学習してきたことについてまとめ、わかったこ

　とや出来るようになったことなど振り返る。①

パート３：４－２クラゲを育てよう（18時間）

○クラゲを新たに手に入れるための方法につい

　て話し合う。①



というように実践が進んでいる。この学習におい

て、重要とされるのは一番大きな学習対象である

ミズクラゲに関する「どう見つければいい」「どう

捕まえればいい」「どう飼えばいい」「どう育てれ

ばいい」といった諸問題をどのように解決してい

くかということである。ここでは、そう言った具

体的な問題に対して、具体的な技能を活用して解

決する活動が行われていると考えられる。

　そう言った問題解決の実際として挙げられてい

るのがこの（本時５／８）である。この部分で行わ

れているのはクラゲにとって住みよくするために

水槽を改良する学習である。ここで行われる活動

を見て見ると、「ぼくたちはクリアーファイルがう

まくつかなくて、この棒を使うといいと聞いて使

ったらうまくいきました。」「シャワーの部分の穴

をふさいで、パワーを高めたらいいのでは。」「大

きいのは仕方ないから、クリアーファイルのはじ

を、少し上げたほうがいい。」など、水槽における

棒の使い方や、水槽の中に浮力を作るための知識、

や、水槽内のクリアーファイルの扱い方など大変

具体的な知識や技能が活用され活動が構成されて

いる。ここでは実践者がはじめに狙っているよう

に、主に子どもの思考力や構想力であったり経験

が活かされていると言える。　しかし、実際に示さ

れたこのような活動からは、国語的、理科的、社

会科的、算数的、要素を見ることは出来ない。つ

まり、この活動においては教科的な知識や技能の

　「活用」はほとんど見ることは出来ないのである。

　これらの安彦の例を見て見ると、教科学習にお

いて、習得から活用に進む学習例は、その教科性

ゆえに、活用段階として設定された段階は、その

実を見ると「習得」と変わらない物としてあらわ

されている。

　また、総合的な学習の時間における「活用」の

例は子どもはその思考力や経験は確かに子どもた

ちによって「活用」されていると言えるだろうが、

その「活用」の中身は極めて教科性が薄く、習得

と探究を接続する学習段階として設定された「活

用」としてはどこか違和感があるものとして映ろ。

４現在示されている「活用」の問題点について

　これまで、示されてきた「活用」をめぐる概念

について、中教審答申、学校教育法、そして安彦

が示した具体例を見てきた。中教審答申には、「活

用」するための技能つまり、「観察・実験、レポー

トの作成、論述」が「活用」に関わる技能として

示されていた。また、学校教育法には、「活用」す

るための力である「思考力、判断力、表現力」が

　「活用」に関わる力として示されている。

　このような公的にしめされた枠組みを具体的に

実践として提示したものが、安彦の示した二つの

実践例であると言える。

　「ふりこの学習」で示された、技能を主体とした

　「活用」は決められた教科的な目標に向かって学

習が組み立てられるために、活用するべき知識や

技能、活用するべき場などがあらかじめ細かく設

定され、その教科においては充分に活用されるが、

子ども自身のもつ経験や思考力が十分に発揮され

る状況ではなく、極めて限定的な意味での「活用」

と考えられる。この例は、中教審答申で示された

ような、技能的な側面に目を向けた活用であると

言える。

　一方、総合的な学習の時間で行われた「クラゲ

を飼う」という学習では、生活における経験や問

題解決のために、思考力などが「活用」されてい

たが、教科学習の「活用」という意味では、接続

の難しさを示している。この例は学校教育法に示

されたような、力を活用しているものであると言

える。

　つまり、これらの公的な枠組みの中では、中教

審の示す知識・技能「活用」型の学習と、学校教

育法が示す思考力「活用」型の学習が存在してい

る。これらの実践例の中で、中教審、学校教育法、

これら二つの「活用」の在り方が共存することは

なかった。中教審の枠組みを重視すれば学校教育

法の枠組みが立たず、学校教育法の枠組みを重視

すれば、中教審の枠組みは立だないのである。つ

まり、これら二つの枠組みは、どこかに、矛盾す

る部分をもっているのである。このことから考え

ると、結局、「活用」という概念は「習得と探究を

結ぶもの」以上の具体性をもって示すことのでき

ない、実体が薄いものである。
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